
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付のしおり 

【問合せ・申込先】 
富良野市 保健福祉部 保健医療課 

（令和 6 年度 募集要項） 
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 第１ 制度のあらまし 

 

 富良野市医師養成確保修学資金貸付制度は、地域医療を担う医師の養成及び確保を図り、富

良野市民への安定的な医療提供体制を確立するため、旭川医科大学の医学生を対象に、就学に

必要な資金を貸し付けする制度です。 

 本制度では、貸し付けを受けた医学生が、富良野市の地域医療の現状を知っていただくため

に、富良野第二次医療圏の地域センター病院である社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病

院（以下、富良野協会病院という。）で、一定期間の臨床研修を受けていただくことを条件に、

貸付金の返還を免除します。 

 

１．貸付対象者 

  旭川医科大学医学部医学科の在学生 

 

２．貸付の条件 

 （１）貸付金額 

    月額５万円 

 （２）貸付期間 

    貸付決定の月から大学を卒業する月まで 

     ※１年生から借り入れた場合、最大で６年間の借り入れができます。申請により貸

付期間を１年間延長できる場合があります。（４ページ「第７の２」参照） 

 （３）臨床研修 

    富良野市が指定する医療機関で、初期臨床研修を２年、後期臨床研修を２年以上、研

修しなければなりません。（２ページ「第２の１」参照） 

 （４）他の修学資金の併用禁止 

    次の修学資金を除き、他の自治体や医療機関等が貸し付ける修学資金と併せて受ける

ことはできません。 

    ①北海道が貸し付ける修学資金 

    ②旭川医科大学が貸し付ける修学資金 

    ③富良野市内の医療機関が貸し付ける修学資金 

    ④臨床研修または勤務の指定を条件としない修学資金 

 

３．募集人員 

  各学年２人程度を予定しています。 

  【令和６年度募集人員】 

    第１学年 ２人 

    第２学年 ０人 

    第３学年 １人 

    第４学年 １人 

    第５学年 １人 

    第６学年 ２人 
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 第２ 修学資金の返還の免除 

 

 次のいずれかに該当するときは、修学資金の返還を全額免除します。 

 

１．大学を卒業した日から１年を経過する日の属する月の末日までに、医師国家試験合格後（不

合格を１回のみ認める）、次の初期臨床研修及び後期臨床研修を受けたとき 

 （１）初期臨床研修（①または②のいずれか） 

    ①富良野協会病院の研修プログラムに沿って２年間、研修を受けたとき（研修科目に

よっては、旭川医科大学病院での研修となる場合があります。） 

    ②旭川医科大学病院の研修プログラムに沿った２年間の研修のうち、１年間を富良野

協会病院、及び富良野市内の地域医療実習の協力医療機関で研修を受けたとき 

 （２）後期臨床研修 

     富良野協会病院または旭川医科大学病院の研修プログラムに沿って、初期臨床研修

終了後５年以内に２年以上研修を受けたとき 

 

 ※１（1 年以内）  1 年目    2 年目    3 年目   4 年目  5 年目   6 年目   7 年目   

3 月 4 月 3 月 4 月  3 月 4 月 4 月  3 月      

卒業   （医師

医師免許  免許） 

 ア）初期臨床研修 2 年間    5 年間のうち イ）後期臨床研修 2 年間以上 

            ※１ （ ）内は、卒業年度の医師国家試験に不合格となった場合 

 

２．臨床研修上の事由により死亡し、または臨床研修に起因する心身の故障のため臨床研修の

継続が困難であると認められるとき 

 

 

 第３ 申し込み手続き 

 

 申し込みには連帯保証人が必要です。富良野市医師養成確保修学資金貸付申請書に必要な書

類を添付して、次により申し込みください。申請書等は富良野市公式ウェブサイトからダウン

ロードできます。（http://www.city.furano.hokkaido.jp/） 

 

１．提出書類 

  ①富良野市医師養成確保修学資金貸付申請書（第１号様式） 

  ②誓約書（第２号様式） 

  ③戸籍抄本、またはこれに代わる書面 

  ④在学証明書 

  ⑤レポート（地域医療に対する考え、貸付を希望する動機等を８００字程度で） 

 

２．連帯保証人 

  申請にあたっては、連帯保証人が２人必要となります。連帯保証人は独立の生計を営む成

年で、修学資金の貸付決定の際は、申請者と連帯し修学資金の返還債務を負うことになりま

す。また、申請者が未成年の場合は、連帯保証人のうち１人は、その方の法定代理人（父ま
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たは母等）としてください。 

 

３．申込期限    令和６年５月10日（金）必着 

 

４．提出方法 

  直接持参または郵送してください。受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分までで

す。また、郵送の場合は、封筒の表に「医師養成確保修学資金貸付申請書在中」と朱書きし、

簡易書留により郵送してください。 

 

５．申し込み先 

  富良野市 保健福祉部 保健医療課 医療健診係 

   〒０７６‐００１８ 富良野市弥生町１番３号 富良野市総合保健センター内 

   TEL ０１６７‐３９‐２２００  FAX ０１６７‐３９‐２２２４ 

 

６．その他 

  募集人員に達しなかった場合は、随時募集します。提出された書類は返還しません。 

 

 

 第４ 貸付の決定と手続き 

 

１．貸付者の決定 

  書類審査と面接の結果により貸付の適否を決定し、書面で通知します。面接の日程などは、

別途お知らせします。 

 

２．貸付の手続き 

  貸付の決定通知を受けた方は、速やかに「富良野市医師養成確保修学資金借用証書（第３

号様式）」を提出してください。その際、連帯保証人の印鑑証明書を必ず添付してください。

印紙など、借用証書作成に要する費用は、申請者の負担となります。 

 

 

 第５ 貸付金の交付 

 

 貸付金は、毎月２１日までに指定の銀行口座に振り込みます。なお、初回の貸付金の交付の

時期については別途通知します。 

 

 

 第６ 貸付決定の取り消し 

 

 次のいずれかに該当する場合は、貸付の決定を取り消します。なお、貸付の決定が取り消さ

れた場合は、貸付金を返還していただきます。 

  ①貸付を受けることを途中で辞退したとき 
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  ②大学を退学したとき 

  ③疾病その他の理由により修学が困難となったとき 

  ④その他修学資金の貸付目的を達成する見込みがなくなったとき 

 

 

 第７ 貸付の休止と貸付期間の延長 

 

１．貸付の休止 

  貸付を受けた方が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学または停学の処分を受

けた日の属する月の翌月から、復学した日の属する月までの分の修学資金の貸付を停止しま

す。この場合において、これらの月の分として既に貸付された修学資金があるときは、復学

した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付されたものとみなします。 

  なお、休学が疾病、その他やむを得ない理由であるときは、決定した貸付期間を延長する

場合があります。 

 

２．貸付期間の延長 

  次の場合は、申請により貸付期間を延長し、その間も修学資金を交付します。 

  ①留年をしたとき → １年間 

  ②卒業年度に実施される医師国家試験に合格しなかったとき 

    → 翌年度の医師国家試験の合格発表まで 

  ※貸付期間の延長をしようとするときは、「富良野市医師養成確保修学資金貸付期間延長

申請書（第５号様式）」に申請の理由を証明する書類を添付して申請してください。 

 

 

 第８ 貸付金の返還等 

 

１．貸付金の返還 

  次に該当する場合は、返還事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、貸付金に違約

金を加算し一括返還していただきます。 

  ①修学資金の貸付の決定が取り消されたとき 

  ②大学を卒業した日から１年を経過する日の属する月の末日までに、医師国家試験に合格

しなかったとき 

  ③２ページ「第２の１」で規定する初期臨床研修又は後期臨床研修のいずれかを受けなか

ったとき 

 

２．違約金 

  貸付金の返還が生じた場合は、貸し付けた日から貸付期間が満了した日（または貸付の決

定を取り消した日）までの期間に応じ、貸し付けた額につき年１０％の割合で計算した違約

金を加算し、返還していただきます。 

 

３．遅延利息 

  貸付金を期限までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間
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に応じ、返還すべき額につき年15％の割合で計算した遅延利息を徴収します。 

 

４．返還の猶予 

  次のいずれかに該当する場合は、各々の定める期間、貸付金返還の債務履行を猶予する場

合があります。 

  ①３ページ「第６」の規定により、貸付の決定を取り消された後も、引き続き大学に在学

しているとき → 在学する期間 

  ②心身の故障や災害、その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難に

なったと認められるとき → その理由が継続する期間 

  ※貸付金返還の猶予を受けようとするときは、「富良野市医師養成確保修学資金返還猶予

申請書（第７号様式）」に、申請の理由を証明する書類を添付して申請してください。 

 

５．返還の債務の減免 

  次のいずれかに該当する場合は、貸付金返還の債務の全部または一部を免除する場合があ

ります。（違約金、遅延利息についても同様） 

  ①本人が死亡したとき 

  ②本人が重度の心身障がい、その他やむを得ない理由により、貸付金を返還することが困

難であると認められるとき 

  ※貸付金返還の債務の減免を受けようとするときは、「富良野市医師養成修学資金返還金

等減免申請書（第６号様式）」に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して

申請してください。 
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 第９ 届出等 

 

 次のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに届出してください。 

 

 

届出の内容 届出書類（様式） 

連帯保証人が欠けたとき、または破産その他の事情

によりその適性を失ったとき 
連帯保証人変更届出書（第４号様式） 

氏名・住所を変更したとき 氏名等変更届出書（第８号様式） 

卒業・退学したとき 卒業（退学）届出書（第９号様式） 

休学・停学の処分を受けたとき 休学（停学）届出書（第10号様式） 

復学したとき 復学届出書(第11号様式) 

医師国家試験に合格したとき 医師免許取得届出書（第12号様式） 

初期臨床研修を開始・終了したとき 
初期臨床研修開始（終了）届出書（第

13号様式） 

後期臨床研修を開始・終了、または貸付金返還の債

務の免除を受け得る期間に達したとき 

後期臨床研修開始（終了・期間満了）

届出書（第14号様式） 

臨床研修を中止・休止・復帰したとき 
臨床研修中止（休止・復帰）届出書（第

15号様式） 

連帯保証人が住所・氏名・職業の変更をしたとき 
連帯保証人住所等変更届出書(第16号

様式) 

本人が死亡したとき 借受者死亡届出書(第17号様式) 
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第１号様式（第３条関係） 
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第２号様式（第３条第２項関係） 

 



- 9 - 

 

第３号様式（第４条関係） 
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第４号様式（第６条関係） 
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第５号様式（第７条関係） 

 

 

 

第６号様式（第８条・第12条関係） 
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第７号様式（第 11条関係） 

 
 

 

第８号様式（第13条関係） 
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第９号様式（第 13条関係） 

 

 

 

第10号様式（第13条関係） 
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第 11号様式（第 13条関係） 

 

 

 

第12号様式（第13条関係） 
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第 13号様式（第 13条関係） 
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第 14号様式（第 13条関係） 

 

 

第15号様式（第13条関係） 
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第 16号様式（第 14条関係） 

 

 

 

第17号様式（第15条関係） 
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富良野市医師養成確保修学資金貸付条例 

（目的） 

第１条 この条例は、旭川医科大学医学部医学科の在学生及び卒業生を対象に修学に必要な資金の

貸付けをすることにより、地域医療を担う医師の養成及び確保を図り、市民への安定的な医療提

供体制を確立することを目的とする。 

（貸付けの対象） 

第２条 貸付けの対象者は、旭川医科大学医学部医学科の在学生及び卒業生（卒業後最初の医師国

家試験に不合格になった者で、翌年の医師国家試験までの期間に限る。）とする。 

（貸付けの条件） 

第３条 修学資金の貸付金額は、月額５万円とする。 

２ 修学資金の貸付期間は、６年以内とする。 

３ 貸付けを受ける者は、医師国家試験合格後、市長が指定する医療機関で医師法（昭和23年法律

第201号）第16条の２に基づく臨床研修（以下「初期臨床研修」という。）を２年、後期臨床研修

を２年以上研修しなければならない。 

４ 貸付けを受ける者は、次の各号の修学資金を除き、他の自治体、医療機関等が貸付ける修学資

金と併せて受けることはできない。 

(１) 北海道が貸付ける修学資金 

(２) 旭川医科大学が貸付ける修学資金 

(３) 富良野市内の医療機関が貸付ける修学資金 

(４) 臨床研修又は勤務の指定を条件としない修学資金 

５ 市長は、特に必要と認める場合は、第２項に規定する期間を１年延長することができる。 

（貸付けの申請） 

第４条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人２人を立て、規則で定めるところに

より、市長に申請するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、貸付けの適否及び貸付期間を決定し、その旨

を申請者に通知するものとする。 

（連帯保証人） 

第５条 前条第１項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。 

２ 修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち１人は、そ

の者の法定代理人でなければならない。 

３ 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯

保証人を立て、市長に届け出なければならない。 

（貸付けの決定の取消し等） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの決定を取り消さなければならない。 

(１) 修学資金の貸付けを受けた者が、当該貸付けを受けることを辞退したとき。 

(２) 退学したとき。 

(３) 疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。 

(４) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

２ 修学資金の貸付けを受けた者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の

処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの分の修学資金の貸付けを停

止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付けされた修学資金がある

ときは、当該修学資金は、当該貸付けを受けた者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分と

して貸付けされたものとみなす。 

３ 市長は、前項の規定により修学資金の貸付けを停止した場合（当該貸付けを受けた者が疾病そ

の他止むを得ない理由により休学した場合に限る。）において必要があると認めるときは、第３

条に定める貸付期間にかかわらず、第４条第２項の規定により決定した期間を延長することがで

きる。 
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（返還の債務の当然免除） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けた修学資金の返還の債務の全部を

免除するものとする。 

(１) 修学資金の貸付けを受けた者が大学を卒業した日から１年を経過する日の属する月の月

末までに医師国家試験に合格し、当該医師国家試験に合格した日の属する月の翌月から初期臨

床研修２年間のうち１年以上を富良野市内の医療機関、他の期間は旭川医科大学病院において

研修し、後期臨床研修を富良野市内の医療機関又は旭川医科大学病院のプログラムに沿って、

初期臨床研修終了後５年以内に２年以上研修したとき。 

(２) 修学資金の貸付けを受けた者が、前号に規定する期間中に当該臨床研修上の事由により死

亡し、又は当該臨床研修に起因する心身の故障のため当該臨床研修の継続が困難であると認め

られるとき。 

（返還） 

第８条 修学資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当

該事由の生じた日の属する月の翌月の末日まで（第10条の規定により返還の債務の履行が猶予さ

れたときは、当該猶予期間満了後１月以内）に貸付けを受けた修学資金を返還しなければならな

い。 

(１) 第６条第１項の規定により貸付けの決定が取り消されたとき。 

(２) 修学資金の貸付けを受けた者が、次のア及びイのいずれかに該当するとき。 

ア 大学を卒業した日から１年を経過する日の属する月の末日までに医師国家試験に合格し

なかったとき。 

イ 第７条第１号に規定する臨床研修を研修しなかったとき。 

（違約金等） 

第９条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が前条の規定に該当する場合は、当該貸付けをした

日から貸付期間が満了した日（前条第１号の規定に該当するときは、当該貸付けの決定を取り消

した日）までの期間に応じ、貸付けた額につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収す

る。 

２ 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が修学資金を正当な理由なく返還すべき日までに返還し

なかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき

年15パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。 

３ 市長は、特別の事情があると認めるときは、第１項の違約金又は前項の遅延利息の全部又は一

部を免除することができる。 

（返還の猶予） 

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間、貸付けた修学資

金の返還の債務の履行を猶予することができる。 

(１) 修学資金の貸付けを受けた者が、第６条第１項の規定により貸付けの決定を取り消された

後も引き続き大学に在学しているとき。 在学する期間 

(２) 修学資金の貸付けを受けた者が、心身の故障、災害その他やむを得ない理由により、修学

資金を返還することが困難になったと認められるとき。 その理由が継続する期間 

（返還の債務の減免） 

第11条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金

の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。 

(１) 死亡したとき。 

(２) 重度の心身障害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると

認められるとき。 

（委任） 

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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富良野市医師養成確保修学資金貸付条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、富良野市医師養成確保修学資金貸付条例（平成25年条例第23号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（指定医療機関） 

第２条 条例第３条第３項に規定する市長が指定する医療機関は、旭川医科大学病院及び社会福祉

法人北海道社会事業協会富良野病院並びに初期臨床研修における地域医療実習を行う富良野市

内の協力医療機関とする。 

（貸付けの申請） 

第３条 条例第４条第１項の規定による申請は、富良野市医師養成確保修学資金貸付申請書（第１

号様式）を市長に提出してしなければならない。 

２ 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 誓約書（第２号様式） 

(２) 戸籍抄本又はこれに代わる書面 

(３) 在学証明書 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（借用証書の提出） 

第４条 条例第４条第２項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者は、富良野市医師養成確保

修学資金借用証書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する借用証書の作成に要する費用は、当該通知を受けた者が負担しなければならな

い。 

（修学資金の交付） 

第５条 修学資金は、毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を併せて交付する

ことができる。 

（連帯保証人の変更の届出） 

第６条 条例第５条第３項の規定による連帯保証人の変更の届出は、連帯保証人変更届出書（第４

号様式）により行わなければならない。 

（貸付期間の延長） 

第７条 条例第３条第５項又は第６条第３項の規定による貸付期間の延長を求めようとする者は、

富良野市医師養成確保修学資金貸付期間延長申請書（第５号様式）にその事由を証明する書類を

添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 条例第３条第５項の規定による特に必要と認める場合とは、次に掲げる場合をいう。 

(１) 修学資金の貸付けを受けた者が留年をしたとき。 

(２) 修学資金の貸付けを受けた者が卒業後最初の医師国家試験に合格しなかった場合、翌年の

医師国家試験までの期間 

３ 市長は、第１項に規定する申請書を受理したときは、貸付期間の延長の可否を決定し、その旨

を当該申請者に対し通知するものとする。 

（返還の債務の免除の通知） 

第８条 市長は、条例第７条の規定により返還の債務の免除を行ったときは、修学資金の貸付けを

受けた者（当該貸付けを受けた者が死亡した場合にあっては、その連帯保証人又は遺族）にその

旨を通知するものとする。 

（違約金等の徴収の方法） 

第９条 条例第９条第１項の規定による違約金及び、同条第２項の規定による遅延利息は、修学資

金の返還を受ける際に徴収するものとする。 

（違約金等の減免） 

第10条 条例第９条第３項の規定により違約金又は遅延利息の全部又は一部の免除を受けようとす

る者は、富良野市医師養成確保修学資金返還金等減免申請書（第６号様式）にその事由を証明す
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る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定する申請書を受理したときは、違約金又は遅延利息の全部又は一部の免除

の可否を決定し、その旨を当該申請者に対し通知するものとする。 

（返還の猶予） 

第11条 条例第10条の規定により返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、富良野市医師養

成確保修学資金返還猶予申請書（第７号様式）にその事由を証明する書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、貸付けた修学資金の返還の債務の履行の猶

予の可否を決定し、その旨を当該申請者に対し通知するものとする。 

（返還の債務の減免） 

第12条 条例第11条の規定により修学資金の返還の債務の全部又は一部の免除を受けようとする者

は、富良野市医師養成確保修学資金返還金等減免申請書（第６号様式）にその事由を証明する書

類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部の免

除の可否を決定し、その旨を当該申請者に対し通知するものとする。 

（貸付けを受けた者の届出義務） 

第13条 修学資金の貸付けを受けた者は、貸付けを受けた修学資金の返還の債務を免除されるまで

の間又は返還を終了するまでの間に、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、

その旨を当該各号に定める届出書により市長に届け出なければならない。 

(１) 氏名又は住所を変更したとき 氏名等変更届出書（第８号様式） 

(２) 卒業し、又は退学したとき 卒業（退学）届出書（第９号様式） 

(３) 休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学（停学）届出書（第10号様式） 

(４) 復学したとき 復学届出書（第11号様式） 

(５) 医師国家試験に合格したとき 医師免許取得届出書（第12号様式） 

(６) 条例第７条第１号に規定する初期臨床研修を開始又は終了したとき 初期臨床研修開始

（終了）届出書（第13号様式） 

(７) 条例第７条第１項に規定する後期臨床研修を開始し、又は終了若しくは同条の規定により

返還の債務の免除を受け得る期間に達したとき 後期臨床研修開始（終了・期間満了）届出

書（第14号様式） 

(８) 臨床研修を中止し、若しくは休止したとき、又は臨床研修に復帰したとき 臨床研修中止

（休止・復帰）届出書（第15号様式） 

（連帯保証人の届出義務） 

第14条 連帯保証人は、住所、氏名又は職業の変更をしたときは、連帯保証人住所等変更届出書（第

16号様式）により、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 

（死亡届の提出） 

第15条 修学資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、借受者死亡

届出書（第17号様式）に当該貸付けを受けた者の死亡診断書又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本を添

えて、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 

 

附 則 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、令和元年７月29日から施行する。 

 


